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 桂川町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」とい

う。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下

「法」という。）第１９条に基づき、桂川町長、桂川町議会議長、桂川町教育委員会、桂川町

代表監査委員、桂川町選挙管理委員会及び桂川町農業委員会が策定する特定事業主行動計画

である。 

 なお、この特定事業主行動計画は、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）

第19条に基づく特定事業主行動計画も含むものとし、各部局、職種、勤務場所、勤務形態、

職場環境に各々違いがあるが、各任命権者及び所属長は、職場の状況に応じて計画の具体的

推進、実施に努めるものとする。 

 

１．計画期間  

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 

２．女性職員の活躍の推進及び次世代育成支援対策に向けた体制整備等  

  本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍の推進及び次世代育成支援対策するた

め、総務課及び関係部署において、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状

況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととしている。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標その他の目標  

  法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事

業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府令」



 

 

という。）第２条に基づき、桂川町長部局、桂川町議会事務局、桂川町教育委員会事務局、

桂川町監査委員事務部局、桂川町選挙管理委員会事務局及び桂川町農業委員会事務局にお

いて、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について

分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を

設定する。 

なお、この目標は、桂川町長部局、桂川町議会事務局、桂川町教育委員会事務局、桂川町

監査委員事務部局、桂川町選挙管理委員会事務局及び桂川町農業委員会事務局において、そ

れぞれ女性職員の職業生活における活躍に関する状況により、改善すべき事情について分析

を行った結果にもとづき、目標に掲げている。 

 

○前計画期間中の状況 

（１）各部局共通 

 ・管理的地位にある職員に占める女性割合（％） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヶ年平均 

課長相当職 １３．３ １３．３ １３．３ １３．３ １２．５ １３．１ 

課長補佐 

相当職 
０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ 

係長相当職 ５０．０ ４４．０ ４４．８ ４０．６ ３７．５ ４３．４ 

 

 ・男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の取得割合（％） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヶ年平均 

配偶者

出産 

育児 

参加 

配偶者

出産 

育児 

参加 

配偶者

出産 

育児 

参加 

配偶者

出産 

育児 

参加 

配偶者

出産 

育児 

参加 

配偶者

出産 

育児

参加 

対象者 １ １ １ １ ２ ０ ２ １ １ ０   

取得人数 １ ０ ０ １ ２ ０ ２ ０ １ ０   

取得率 100 ０ ０ 100 100 － 100 ０ 100 － 80.0 33.3 

 

 ・平均超過勤務時間（時間） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヶ年平均 

月平均 ６．２ ７．９ ７．６ ７．４ ６．９ ７．２ 

 

 ・年次休暇取得５０％以上の職員割合（％） 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 ５ヶ年平均 

平均 ４４．７ ５２．２ ６３．６ ６８．１ ７７．１ ６１．１ 

 



 

 

 ・週１回以上定時退庁する職員割合（％） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 ５ヶ年平均 

平均 ９８．６ ９８．８ ９８．７ ９８．９ ９８．６ ９８．７ 

 

 ・職員の育児休業取得（％） 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 ５ヶ年平均 

対象者 ３ ６ ８ ５ ７  

取得人数 ２ ５ ６ ４ ７  

取得率 ６６．７ ８３．３ ７５．０ ８０．０ １００．０ ８１．０ 

 

○本計画の数値目標その他の目標 

(１) 各部局共通 

１： 令和１２年度までに、課長職相当にある職員に占める女性割合を、３０％以上目指

す。 

２： 係長相当職以上の女性職員の割合を、前計画期間の平均４３．４％以上で維持す

る。 

３： 制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得割合

１００％を目指す。 

４： 常勤職員の平均超過勤務時間を、前計画期間の平均（月７．２時間）から１割以上

縮減し、月６．０時間以下にする。 

５： 年次休暇を５０％以上取得する職員の割合を、前計画期間の平均６１．１％以上で

維持する。 

６： 週に１回以上定時退庁する職員の割合を９０％以上で維持する。 

７： 職員への育児休業取得率向上のため対象職員への制度説明を行い、育児休業取得率

を前計画期間の平均８１．０％以上で維持する。 

８： 特別休暇（子の看護休暇）取得率向上のため、職員に周知を行う。 

９： ハラスメントのない良好な職場環境の確保のために、職員のハラスメント防止研修

受講率を１００％とする。 

 

４．女性職員の活躍の推進及び次世代育成支援対策に向けた目標を達成するための取組及び

実施時期  

  ３．で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。 

 なお、この取組は、桂川町長部局、桂川町議会事務局、桂川町教育委員会事務局、桂川 

町監査委員事務部局、桂川町選挙管理委員会事務局及び桂川町農業委員会事務局におい   



 

 

て、女性職員の職業生活における活躍に関する状況により、改善すべき事情について分析  

を行った結果にもとづき、目標に掲げている。 

 

（１） 各部局共通 

１： 女性職員の個性と能力が十分に発揮できるよう、女性の健康上の特性について職場

での理解を深め、女性職員の昇進や管理職等の登用を促進し登用率の目標達成を目

指す。 

２： 出産を控えている全ての職員に対し、管理職員又は人事担当部局による面談を行い、

各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等）の活用促

進やキャリアプランに関する相談や助言を行う。 

３： 管理職員は超過勤務の特に多い職員の状況を把握し、健康面における配慮を促し、超

過勤務の縮減に向け認識の徹底を図る。 

４： 管理職員は、職員が計画的に年次休暇や特別休暇を取得しやすい職場環境づくりへ

の働きかけを行う。 

５： 働き方改革を推進し、管理職員自らも率先して退庁し、職員に早期退庁を勧奨する。 

６： 男性の育児休業取得の促進に向けて、管理職員をはじめ職員を対象にした意識改革

や職場マネジメントに関する研修など啓発を実施する。 

７： 各種両立支援制度に関する情報の提供及び制度説明を行い、職員が働きやすい職場

環境に努める。 

８： 研修を実施する等、ハラスメントに対する正しい理解を深め、職員が安心して働ける

環境整備の確保に努める。 

 

（以上） 


